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平成27年度 職員力向上プロジェクトの取組について 

 

平成２７年度の取組は以下２点で実施します。 

 

 

 

 

各詳細は以下のとおりです 

 

①取組体系表に基づいた各課取組の継続実施（平成26年度実施内容の修正・継続）（全庁取組） 

 

【①の平成27年度の実施方法】 

 

 

 

 

 

 

 

年度取組概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②業務改善に特化した新たな取組（小集団改善活動）（希望課） 

【目的】 

取組体系図に基づき実施される各課の課題に対する取組のうち、業務改善により解決できると思われるものが多

数あり、効率的かつ効果的な業務体制を実現するために、業務改善に特化した取組を集中的に行います。 

 

【対象課】 

  手挙げ制で実施を希望する課で行います。  

手挙げ制にすることにより、取組に対して高いモチベーションで臨んでもらい成果につなげます。 

 

【業務改善手法】 

業務改善を進めるための手法として、品質経営の手法であるQC活動を参考に小集団改善活動を取り入れます。 

詳細は次項。 

 

 

①取組体系表に基づいた各課取組の継続実施（平成26年度実施内容の修正・継続）（全庁取組） 

②業務改善に特化した新たな取組の導入（導入を希望する課で実施） 

(1) 全庁的な取組体系図作成 

各課の代表者の集まってもらい、複数回のプロ

ジェクトで課題と取組の体系図を作成 

(2) 各課での取組 

プロジェクトで策定された取組の体系図に基

づき、各課の代表者と課長中心となり、課の取

組を策定し実行。取組内容及び取組結果につい

ては行革推進課へ報告 

(1) 全庁的な取組体系図 

各課代表者の生の声を反映し作成したもので

あり、内容は引き続き活用する 

(2) 各課での取組 

取組については継続して実施し、必要に応じて

各課で見直しを行う。 

取組策定の柔軟性と各課の負担軽減のため、行

革推進課への報告は必要としない 

 

平成26年度 平成27年度 

※QC活動とはQCは、quality control（品質管理）の略。職場内で自発的に集まった小人数の集団が、サービスの品質管理

や改善、不良品の低減、安全対策などに取り組むこと。この活動により、グループ全体の能力・自主性の向上、人材育

成、職場活性化などの相乗効果が期待できる。 

[1] 取組体系図に基づく各課の取組については、経常的な取組として継続的に実施をお願いします。 

[2] 26年度に策定した各課の取組については、別資料「課別取組一覧」で確認ください。 

[3] 取組内容については、随時、修正変更頂いて構いません。 

[4] 各課取組の柔軟性向上や負担軽減を考慮し、策定した取組及び結果の書面提出は求めません。実施

は各課にお任せするものとします。 

[5] 27年度は試行的に一部の部において、部長の実績評価の目標としてプロジェクトを組み入れています 
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【具体的実施内容】 

対象課にて、業務改善担当として４名～６名を任命しグループを構築。毎週決まった曜日、決まった時間、決ま

った場所に集まり、業務改善に向けて定期的に話し合いを行います。課内の課題やその解決策を検討し、課全体で

改善の取組を実施します。また、その成果の検証や新たな取組事項を検討しＰＤＣＡを回し続けます。 

  ※課内で複数担当がある場合は、担当毎のグループでも結構です。また、部内横断や業務単位のグループでも構

いません。 

 

◆ 小集団改善活動の取組フロー（イメージです。実施方法は各課にて話し合いのうえ決定していきます） 
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グループによる集合型ミーティング 

課内へ共有 

実施 

グループによる集合型ミーティング 

グループの結成 
①グループの結成 

 ・課内から４～６名程度のメンバーを選出。自薦他薦その他 

②グループによる集合型ミーティング 

 ・週１回決まった時間に集まり、話し合いを行う（定期開催） 

 ・ブレインストーミングを基本とし、情報共有、テーマや課題解決案、

実施方法、検証等を話し合う。改善内容はごく小さい日常の気づき

程度のものでも構いません。 

③課内へ共有 

 ・グループの話し合いで共有された内容や、解決に取り組む課題、実

施内容等を共有。朝会、夕会、課内会議等を利用 

④実施 

・グループメンバーが音頭をとり、話し合いで決まった解決策を実施。

トライ＆エラーで積極的に実施していく 

⑤グループによる集合型ミーティング 

 ・実施成果の検証、次のテーマや、新たな取組内容について話し合い

ＰＤＣＡを回していく 

実 施 概 要 フロー 

◆ グループによる集合型ミーティング（イメージです。実施方法は各課にて話し合いのうえ決定していきます） 

 

次
の
テ
ー
マ
を
検
討
す
る 

・日時場所を決め、定期的に開催。各員の役割を明確に定め、責

任を持って主体的に参加してもらう。短期的、中期的、長期的目

標を設定し取組成果の測定も行う。 

 

(1)話し合うテーマを選定する。 

改善を図る課題出しを行い、優先順位をつけ、順次改善検討を行

う  

 

(2)現状を確認と目指す姿を想定し、そのギャップを確認する。 

 

(3)課題の本質を考察し、課題解決に向けた取組内容を検討する 

 

(4)取組内容を課内へ共有し、課全体で実施する 

 

(5)取組の実施結果を考察。新たな取組を検討しＰＤＣＡを回して

いく 

（１）テーマの選定 

（２）現状の把握と目標の設定 

（３）原因の究明、対策の検討 

（４）課内共有・実施 

（５）効果の確認 

開催ルール決め、役割決め 
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平成27年度職員力向上プロジェクト　スケジュール(参考) 　

27年 28年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

通年

②小集団改善活動

業務改善実施スケジュール

行革市民会議へ報告

・平成26年度に策定した取組の継続実施（修正変更等は自由）負担軽減のため報告等は必要なし
・成果を測る仕組みとして、試行的に一部の部において実績評価の目標としてプロジェクトを組み入れる

業務改善研修等の実施

・平成27年度職員力向上プロジェクトの実施内容報告
・最終報告（3月）で実施成果の報告

・研修の受講や勉強会に参加

第１回目の取組予定
１１月１０日（火）

実施内容報告（１月）

研修等の参加（1月）

②小集団改善活動

業務改善実施スケジュール

行革市民会議へ報告

業務改善研修等の実施

項目

①全課の取組
（Ｈ26年度実施内容の修正、継続）

①全課の取組
（Ｈ26年度実施内容の修正、継続）

【実施スケジュール（予定）】
手挙げ制による対象課決定（10月中）→改善活動実施（小集団の形成）→改善活動実施（11月～）業務改善研修の実施（1
月）→改善活動継続→最終報告・全庁共有（3月）→改善活動継続

取組の継続実施

対象課

の決定
改善活動実施

原課で小集団グルー

プ結成

１回目１１月１０日

研修

改善活動実施

報告 報告

取組報

告


